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令和３年 第３回 綾川町議会臨時会会議録 

 

綾川町告示第１５０号 

  令和３年 ５月１１日綾川町議会議場に第３回臨時会を招集する。 

         令和３年 ５月 ６日 

 

綾川町長  前 田 武 俊 

 

 

開会  令和３年 ５月１１日 午前 ９時３０分 

閉会  令和３年 ５月１１日 午前１０時３６分（会期１日間） 

 

第１日目（５月１１日） 

出席議員１６名 

   １番  三 好 東 曜 

   ２番  松 内 広 平 

   ３番  十 河 茂 広 

   ４番  植 田 誠 司 

   ５番  西 村 宣 之 

   ６番  大 野 直 樹 

   ７番  三 好 重 徳 

   ８番  岡 田 芳 正 

   ９番  井 上 博 道 

  １０番  川 﨑 泰 史 

  １１番  福 家  功 

  １２番  福 家 利 智 子 

  １３番  横 井  薫 

  １４番  鈴 木 義 明 

  １５番  河 野 雅 廣 

  １６番  安 藤 利 光 

 

欠席議員 

  なし 

 

会議録署名議員 

   １３番  横 井   薫 

   １４番  鈴 木 義 明 
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職務のため出席した者の職氏名 

 議 会 事 務 局 長  水 谷 香 保 里 

 総 務 課 長 補 佐  福 家 孝 司 

 議 会 事 務 局 書 記  戸 城 静 佳 

 

 

地方自治法１２１条による出席者の氏名 

 町 長  前 田 武 俊 

 副 町 長  谷 岡  学 

 教 育 長  松 井 輝 善 

 参 事 兼 総 務 課 長  松 本 正 人 

 税 務 課 長  宮 本 佳 和 

 学 校 教 育 課 長  宮 前 昭 男 

  

 

 

傍聴人   ０人 
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議  事  日  程 

 

 ５月１１日（火）午前９時３０分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 議案第 １号 町長の専決処分事項の報告について 

           （綾川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第 ４ 議案第 ２号 町長の専決処分事項の報告について 

           （綾川町税条例の一部改正） 

第 ５ 議案第 ３号 町長の専決処分事項の報告について 

           （綾川町過疎地域における町税の特別措置条例の一部改正） 

第 ６ 議案第 ４号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

第 ７ 議案第 ５号 令和３年度綾川町一般会計補正予算（第１号）について 
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令和３年 第３回 綾川町議会臨時会  

５月１１日 午前９時３０分開会 

 

〇議長（河野）おはようございます。只今、出席議員は１６名であります。定足数に達し

ておりますので、只今から、令和３年第３回綾川町議会臨時会を開会致します。 

なお、今臨時会も、新型コロナウイルス感染予防対策として、議場のドアの開放、理

事者側出席者の縮小、ソーシャルディスタンスによる座席の配置等に考慮した、議会運

営と致します。併せて、「録画用ビデオカメラ」の撮影も許可しておりますので、皆様

のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

〇議長（河野）これより本日の会議を開きます。 

〇議長（河野）日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会

議規則第１１６条の規定により、１３番、横井薫君、１４番、鈴木義明君の両名を指名

致します。 

〇議長（河野）日程第２、「会期決定について」を議題と致します。議会運営委員長の報

告を求めます。議会運営委員長、三好重徳君。 

〇議会運営委員長（三好重）はい、議長。 

〇議長（河野）三好君。 

〇議会運営委員長（三好重）７番、三好です。 

〇議会運営委員長（三好重）皆さん、おはようございます。只今、議長より求められまし

た、日程第２「会期の決定」について、ご報告申し上げます。本件に関しましては、５

月６日、午前１０時より、第２会議室において、当委員会を開催致しました。委員会の

開催にあたりましては、議会から議会運営委員会の委員６名と、河野議長及び議会事

務局長が出席し、当局からは前田町長、谷岡副町長、松本参事の出席を求め、本臨時会

に付議される案件の内容について説明を受け、諸般の協議を行いました。 

それでは、当委員会における協議の結果について、ご報告致します。 

まず、今般の令和３年第３回臨時会に際し、提出予定議案として説明のあったもの

は、専決案件３件、人事案件 1件、予算案件 1件であり、お手元の議案書に記載された

とおりであります。当委員会として緊急性の高い議案として、臨時会を開催し上程する

ことが適当として認めたものであります。 

次に議案審議の方法について、ご報告致します。この後、町長より提案理由の説明を

受け、上程されました議案を、所管する総務常任委員会に付託することと致しました。

この後、休憩中に当該委員会を開催頂き、審議を経た後、本会議を再開し、委員長報告

を受け、採決の順に進めることと致しました。従って、今臨時会の「会期の日程」につ

きましては、議案件数及び内容等を考慮し、本日１日間と決定致しました。以上が、今

臨時会に関する審議の概要であります。 

最後に、議事進行につきましては、会議規則を遵守し、効率よく適正かつ円滑な議会

運営となりますよう、議員各位の格段のご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員
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会の報告と致します。 

〇議長（河野）本臨時会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日１日間と致した

いと思います。 

〇議長（河野）これにご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。 

〇議長（河野）よって、会期は本日１日間と決定致しました。 

〇議長（河野）続きまして、日程第３、議案第１号、「町長の専決処分事項の報告につい

て」から日程第７、議案第５号、「令和３年度綾川町一般会計補正予算について」まで

を、一括議題と致します。 

〇議長（河野）本件について、ただ今より提案理由の説明を求めます。 

〇議長（河野）前田町長。 

〇町長（前田）はい、議長。 

〇議長（河野）町長。 

〇町長（前田）それでは、本日開会致しました第３回臨時会にご提案申し上げました議

案５件につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

議案第１号から議案第３号は、「町長の専決処分事項の報告について」議会の承認を

求めるものであります。 

まず、議案第１号「綾川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正」は、押印等を求

める手続きの見直し等のための総務省関係の政令の一部改正に伴い、本条例の一部を

改正する必要生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を致し

ましたので、同条第３項の規定により、議会のご承認を求めるものであります。  

続いて、議案第２号「綾川町税条例の一部改正」は、地方税法の一部を改正する法律

が、令和３年３月３１日に公布され、４月１日より施行されることに伴い、本条例の一

部を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分

を致しましたので、同条第３項の規定により、議会のご承認を求めるものであります。 

続いて、議案第３号「綾川町過疎地域における町税の特別措置条例の一部改正」は、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２４条の地方税の課税免除又は不

均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等が、令和３年３月 31日に公布

され、４月１日より施行されることに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたた

め、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を致しましたので、同条第３

項の規定により、議会のご承認を求めるものあります。 

次に、議案第４号「固定資産評価審査委員会委員の選任同意について」は、任期満了

により改めまして福家 弘樹氏、長尾 光崇氏、小比賀 孝司氏を選任することについて、

地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を得るものであります。 

最後に議案第５号、「令和３年度綾川町一般会計補正予算（第１号）について」は、

令和２年度も実施致しました、新型コロナウイルス感染症対策の学生支援事業として、
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令和３年４月２５日以降に緊急事態措置が発令された 1 都２府３県(東京都、大阪府、

京都府、兵庫県、愛知県、福岡県)の大学に修学する奨学金等を借入している学生への

生活支援金を支給するため、６７２万円を増額し、補正後の歳入歳出の総額を９７億５

千７２万円とするもので、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、議会の議決

を求めるものであります。 

以上、議案５件について提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては、総務常

任委員会におきまして、担当課長よりご説明申し上げますので、ご審議の上、ご議決賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
〇議長（河野）これをもって提案理由の説明を終わります。 

〇議長（河野）お諮り致します。これより、委員会付託を議題と致します。議案第１号か

ら議案第３号及び議案第５号を所管する総務常任委員会に付託したいと思います。こ

れに、ご異議ございませんか。 

       （なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。 

〇議長（河野）よって、議案第１号から議案第３号及び議案第５号を所管する総務常任

委員会に付託することに決定致しました。 

〇議長（河野）ここで、暫時休憩と致します。 

 

 

休憩    午前 ９時４０分 

 

（休憩中に、総務常任委員会を開催する。） 

 

再開    午前１０時２５分 

 

 

〇議長（河野）それでは、休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

〇議長（河野）これより、委員長報告を行います。 

〇議長（河野）委員長の報告を求めます。 

〇議長（河野）総務常任委員長、大野直樹君。 

〇総務常任委員長（大野）議長。 

〇議長（河野）大野君。 

〇総務常任委員長（大野）それでは総務常任委員会のご報告を申し上げます。 

本日５月１１日、午前９時４５分、常任委員会室において総務常任委員会を開催致し

ました。委員全員と議長、執行部より町長、副町長、教育長、参事、担当課長及び課長

補佐、議会事務局より局長が出席し、町長の挨拶を受けた後、早速審議に移りました。
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本臨時会で当委員会に付託された案件は４件で、これより審議の内容と経過をご報告

申し上げます。 

まず、議案第１号、「町長の専決処分事項の報告（綾川町固定資産評価審査委員会条

例の一部を改正する条例）について」執行部に説明を求めました。 

執行部より、「議案第 1号は、押印等を求める手続きの見直し等のための総務省関係

の政令の一部改正に伴い、本条例においても押印等の条文が規定されていることや、ま

た、固定資産税の不服審査申出の期間が地方税法第４３２条第１項で納税通知書の交

付を受けた後、５月１日～７月３１日の３カ月と規定されているため、関係条例の一部

を改正するもので、改正内容としては、審査の申出及び口頭審理において、提出する必

要な関係書類の押印の規定を削除する規定の改正である。」との説明があり、「地方自治

法第１７９条第１項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

り議会の承認を求めるものである。」との説明がありました。 

特に質問はなく、執行部提案のとおり委員全員異議なく承認致しました。 

次に、議案第２号、「町長の専決処分事項の報告（綾川町税条例の一部を改正する条

例）について」執行部に説明を求めました。 

執行部より、「議案第２号は、上位法である、地方税法等の一部を改正する法律及び

関係省令等が、３月３１日に公布されたことに伴い、同年４月１日を施行日とする改正

内容が含まれることから、関係条例の一部を改正するもので、改正内容の主なものとし

て、町民税においては、均等割の非課税基準の判定に用いる扶養親族の範囲の見直し、

特定一般用医薬品等購入に伴う医療費控除の適用期限を５年延長、また、住宅借入金等

特別税額控除の特例として、適用期限を１年延長する規定の改正、固定資産税では土地

において、負担調整措置の期間を３年間延長する見直し及び本年度分に限り、課税標準

額を前年度と同額とする据置、また、地方決定型地方税制特例措置通称（わがまち特例）

の規定の整備、軽自動車税においては、環境性能割の税率を１％減とする臨時的軽減期

限の延長、また、種別割の特例として、グリーン化特例・軽課について、５０％及び２

５％軽減の対象を営業乗用車に限定した上で、特例の期限を２年間延長する規定の改

正である。」との説明があり、「地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を

行いましたので、同条第３項の規定により議会の承認を求めるものである。」との説明

がありました。 

特に質問はなく、執行部提案のとおり委員全員異議なく承認致しました。 

次に、議案第３号、「町長の専決処分事項の報告（綾川町過疎地域における町税の特

別措置条例の一部を改正する条例）について」執行部に説明を求めました。  

執行部より、「議案第３号は、上位法である、過疎地域に関する新たな法律、過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法、第２４条の地方税の課税免除又は不均一

課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等が、令和３年３月３１日に公布さ

れたことに伴い、関係条例の一部を改正するもので、改正内容としては、過疎地域内に

おいて、現在の対象事業に、情報サービス事業等の設備投資を税制面でも支援するた
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め、新たに情報サービス事業等を追加し、また、運用期限を令和６年３月３１日までの

３年間延長する規定の改正で、本年４月１日から施行し、条例の失効規定については公

布の日からの施行である。」との説明があり「地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により議会の承認を求めるものであ

る。」との説明がありました。 

また、本条例の一部改正に伴い、「綾川町過疎地域における町税の特別措置条例施行

規則」において、様式第１号の「固定資産税課税免除申請書」における申請者における

法人代表者名の押印規定の削除及び条例の運用期限が３年延長されたことに伴い、令

和６年３月３１日まで３年間延長する規定の改正で、本年４月１日から施行し、規則の

失効規定については公布の日からの施行である。」との説明がありました。 

特に質問はなく、執行部提案のとおり委員全員異議なく承認致しました。 

次に、議案第５号、「令和３年度綾川町一般会計補正予算（第１号）について」執行

部に説明を求めました。 

執行部より、「全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、現在、６都府県

において、緊急事態宣言が発令されており、宣言地域においては、飲食店や商業施設な

どに対し休業要請がなされ、アルバイトなどができず、学生の生活が困窮する状況とな

っている。そのような中で、本町おいては、昨年度より、県外の大学等に修学している

学生への生活支援事業として、育英資金受給者緊急生活支援金及び緊急学生支援金給

付事業を実施しており、今回の宣言発令においても支援を行うもので、県外の大学等の

修学者で奨学金等の借り入れ者を対象に支援金として、６７２万円を増額補正する。町

として、長期化する新型コロナウイルス感染症拡大の中で、将来を担う学生を支援する

ものである。」との説明がありました。 

特に質問はなく、執行部提案のとおり委員全員異議なく承認致しました。 

すべての審議を、午前１０時１０分に終え、総務常任委員会を閉会致しました。 

以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 

〇議長（河野）これをもって、委員長報告を終わります。 

〇議長（河野）これより、採決を行います。 

〇議長（河野）議案第１号、「町長の専決処分事項の報告について」から議案第３号「町

長の専決処分事項の報告について」までの３件を一括して採決致します。 

〇議長（河野）これら３件を、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

       （なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。 

〇議長（河野）よって、議案第１号から議案第３号までの３件は、原案のとおり、承認す

ることに決定致しました。 

〇議長（河野）議案第４号、「固定資産評価審査委員会委員の選任同意について」を採決

致します。 

〇議長（河野）この採決は、人事案件でございますので、起立によって行います。 
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本案のとおり、選任同意に賛成諸君の起立を求めます。 

       （起立全員） 

〇議長（河野）ありがとうございました。起立全員でございます。よって固定資産評価審

査委員会委員に福家弘樹氏、長尾光崇氏、小比賀孝司氏の３名を選任同意することに

決定しました。 

〇議長（河野）議案第５号、「令和３年度綾川町一般会計補正予算について」を採決致し

ます。 

〇議長（河野）本案を、原案のとおり、決することにご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。 

〇議長（河野）よって議案第 5号は、原案のとおり、可決されました。 

〇議長（河野）以上で、本臨時会に付されました事件は終了を致しました。 

〇議長（河野）従って、会議規則第７条の規定により、これをもって本日で閉会致したい

と思います。 

〇議長（河野）閉会することにご異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

〇議長（河野）異議なしと認めます。 

〇議長（河野）よって、本臨時会は閉会することに決定致しました｡ 

〇議長（河野）これで、本日の会議を閉じます。令和３年第３回綾川町議会臨時会を閉会

致します。ありがとうございました。 

 

 

閉会   午前１０時３６分 

 


